
1 

Japan Tax Newsletter 

デロイト トーマツ税理士法人 

2023 年 4 月 1 日 

外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の再換算 

1. はじめに

令和 4 年の円の対ドル相場は、米国金利の上昇、資源高を受けた本邦輸入企業のドル買いの動き、日米間の金融政策

の方向性の違いなどから、110 円台から 150 円台まで円安が進行し、その後、米金利の低下等を背景に、ドル安方向の動

きとなった（「政策委員会金融政策決定会合議事要旨：2022 年 3 月 17、18 日開催分、2022 年 10 月 27、28 日開

催分、2022 年 12 月 19、20 日開催分」日本銀行ウェブサイト）。 

法人税法においては、外貨建資産等の期末換算の方法として、外貨建資産等の区分ごとに発生時換算法や期末時換算

法が定められているところであるが、法人税法施行令において、外国為替相場の著しい変動があった場合には、期末の為替

レートによる換算のし直しを認めることとされている。

本ニュースレターでは、「為替相場の著しい変動」の判定や「期末の為替レートによる換算のし直し」について解説する。 

2. 原則的取扱い

(1) 外貨建取引の換算

内国法人が外貨建取引（外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、

剰余金の配当その他の取引をいう。以下同じ）を行った場合には、その金額の円換算額は、その外貨建取引を行った時にお

ける外国為替の売買相場により換算した金額とすることとされている（法法 61 の 8①）。 

(2) 外貨建資産等の期末換算

内国法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債（以下「外貨建資産等」）を有する場合には、その金額

の円換算額は、次の外貨建資産等の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により換算した金額とすることとされている（法

法 61 の 9①）。ただし、外貨建債権及び外貨建債務、売買目的外有価証券並びに外貨預金にあっては、それぞれ次に定

Executive Summary 

◼ 外貨建資産等の帳簿価額と期末レートによる円換算額との間におおむね 15%以上の開差が生じた場合には、換

算のし直しを行うことができる

◼ その対象となる外貨建資産等からは、企業支配株式等が除かれている

◼ おおむね 15%以上の開差の判定は、原則として個々の外貨建資産等ごとに行うが、一括判定も認められている

◼ 外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等につき開差がおおむね 15%以上となるものが 2 以上ある場合には、そ

の一部についてのみ換算のし直しを行うことはできない

https://www.boj.or.jp/mopo/mpmsche_minu/minu_2022/index.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmsche_minu/minu_2022/index.htm
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める方法のうち、その内国法人が選定した方法（法令 122 の 4 参照）とされ、その内国法人がその方法を選定しなかった

場合には、法人税法施行令第 122 条の 7 に定める方法とされる（法法 61 の 9①括弧書）。 

◼ 外貨建債権及び外貨建債務・・・発生時換算法又は期末時換算法 

◼ 外貨建有価証券 

① 売買目的有価証券（法法 61 の 3①一）・・・期末時換算法 

② 売買目的外有価証券（法法 61 の 3①二）（償還期限及び償還金額の定めのあるものに限る）・・・発生時

換算法又は期末時換算法 

③ ①及び②に掲げる有価証券以外の有価証券・・・発生時換算法 

◼ 外貨預金・・・発生時換算法又は期末時換算法 

◼ 外国通貨・・・期末時換算法 

 

3. 外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算 

内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合には、その

外貨建資産等と通貨の種類を同じくする外貨建資産等のうち外国為替の売買相場が著しく変動したものの全てにつきこれ

らの取得又は発生の基因となった外貨建取引を当該事業年度終了の時において行ったものとみなして、法人税法第 61 条

の 8 第 1 項（上記 2.の(1)）及び第 61 条の 9 第 1 項（上記 2.の(2)）の規定を適用することができることとされている

（法令 122 の 3①）。すなわち、外貨建資産等について外国為替相場の著しい変動があった場合には、期末の為替レート

による換算のし直しを行うことができる。 

ただし、上記の「外貨建資産等」からは、次のものを除くこととされている（法令 122 の 3①括弧書）。 

◼ 当該事業年度において法人税法施行令第 122 条の 2（外貨建資産等の評価換えをした場合の、みなし取得による

換算）の規定を適用したもの 

◼ 企業支配株式等（法令 119 の 2②二） 

したがって、例えば、外貨建ての企業支配株式等については、換算のし直しを行うことはできない。 

 

4. 上記 3.の「外国為替の売買相場が著しく変動した場合」の判定 

(1) 原則 

個々の外貨建資産等につき次の算式により計算した割合がおおむね 15％に相当する割合以上となるものについては、上記

3.の「外国為替の売買相場が著しく変動した場合」に該当するものとして、換算のし直しを行うことができることとされている

（法基通 13 の 2－2－10）。 

《算式》 

その外貨建資産等の額に

つき当該事業年度終了の

日の為替相場により換算

した本邦通貨の額

－

当該事業年度終了の日に

おけるその外貨建資産等

の帳簿価額

その外貨建資産等の額につき当該事業年度終了

の日の為替相場により換算した本邦通貨の額

 

 

（※）算式中の「当該事業年度終了の日の為替相場」は、法人税基本通達 13 の 2―2―5 に定めるところによる

（法基通 13 の 2－2－10（注）1）。 

(2) 例外 

上記(1)の取扱いは、原則として個々の外貨建資産等ごとにこれを適用することになるが、多数の外貨建資産等を有するた

め、個々の外貨建資産等ごとに上記(1)の算式による割合の計算を行うことが困難である場合には、外国通貨の種類を同じ

くする外貨建債権、外貨建債務、外貨建有価証券、外貨預金又は外国通貨のそれぞれの区分ごとに、その計算を行い、そ

の結果、全体としておおむね 15%以上の開差があるときは、個々にみれば 15%未満の開差のものも含めて、その全体を換算
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のし直しの対象にすることができることとされている（法基通 13 の 2－2－10（注）2、髙橋正朗編著『法人税基本通達逐

条解説 十訂版』1422～1423 頁（税務研究会出版局、2021 年））。すなわち、いわゆる一括判定も認めることとされ

ている。 

 

5. 留意点 

上記のとおり、外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等につき上記 4.の(1)の算式により計算した割合がおおむね 15％に

相当する割合以上となるものが 2 以上ある場合には、その一部についてのみ換算のし直しを行うことはできない（法基通 13

の 2－2－10（注）3）。すなわち、いわゆるつまみ食いは認められない。 

また、換算のし直しを行っても、翌期の洗替処理は要しない。この点は、期末時換算法による換算と異なる（法法 61 の９

②、法令 122 の８①参照）。 

換算のし直しを行うに当たっては、関係法令等の詳細を確認するなど、慎重を期したい。 

 

（大阪事務所 梅本 淳久） 
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan 

 

問い合わせ 

デロイト トーマツ税理士法人 

東京事務所 

所在地 〒100-8362 東京都千代田区丸の内 3-2-3 

丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

 

大阪事務所 

所在地 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1 

淀屋橋三井ビルディング 5 階 

Tel 06-4560-8000（代） 

 

名古屋事務所 

所在地 〒450-8503 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1 

JP タワー名古屋 37 階 

Tel 052-565-5533（代） 

 

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 
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税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 

令和 5 年度税制改正トピックス  www.deloitte.com/jp/tax/tax-reform 
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